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名古屋医療圏保健医療計画 第１回会議からの変更点 
 

第 1章 地域の概況 

 第 1 節 地勢 
変更なし。 

第 2節 交通 

第 3節 人口及び人口動態 
【人口及び人口動態】 
 ・(P2)平成２５年１０月１日現在の世帯数及び人口に変更。（名古屋市統計）本文内容も修正。 
 ・(P4)平成２４年度における人口動態に変更。（国：人口動態統計） 

第 4節 保健・医療施設 
【表 1－4－1医療施設数】 
 ・(P6)薬局の数を平成２５年３月３１日現在の数値に変更。（名古屋市統計） 

第 2章 公的病院等の役割を踏まえた医療機関相互の連携のあり方 

 
第 1 節 総論 

【表 2－1－1公的病院等一覧】 
 ・(P8)市立西部医療センターが地域医療支援病院の指定を受けたことにより内容を変更。 

第 2節 市立病院  
【現状と課題】 
 ・(P9)市立西部医療センターが地域医療支援病院の指定を受けたことにより記述を追加。 

第 3章 機能を考慮した医療提供施設の整備目標 

 第 1 節 がん対策 【今後の方策】 
・(P13)女性が検診や治療を受けやすい環境づくりを進めていくことを記述。 
・(P13)就労等の社会生活を続けながら治療を受けられる体制整備をしていくことを記述。 
【表 3－1－3～5】 
 ・(P14)手術等実施施設数を平成２４年度の数値に更新。（県調査） 
【体系図】 
 ・(P16)入院医療に周術期の口腔ケアを担う歯科診療所を追記。 
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 第 2 節 脳卒中対策 【現状と課題】 
 ・(P18)医療提供体制にて脳神経外科の従事医師数を平成２４年度の数値に変更。（国：医師・

歯科医師・薬剤師調査） 
 ・(P18)医療提供体制にて、手術を行う医療機関数及び件数を平成２４年度の数値に変更。（県

調査） 
 ・(P19)リハビリテーションを行う医療機関数を平成２４年度の数値に変更。（県調査） 
【表 3-2-3 名古屋医療圏におけるリハビリテーションの状況】 
 ・（P19)リハビリテーションを行う医療機関数を平成２４年度の数値に変更。（県調査） 

第 3節 急性心筋梗塞対策 【現状と課題】 
 ・(P21)医療提供体制にて循環器科、心臓血管外科の従事医師数を平成２４年度の数値に変更。

（国：医師・歯科医師・薬剤師調査） 
 ・(P21)医療提供体制にて手術を行う医療機関数を平成２４年度の数値に変更。（県調査） 
 ・（P22）心大血管疾患リハビリテーションを行う医療機関数を平成２４年度の数値に変更。（県

調査） 

第 4節 糖尿病対策 【現状と課題】 
 ・(P25)医療提供体制にて糖尿病専門医、内分泌代謝科専門医の医師数を平成２４年度の数値

に変更。（国：医師・歯科医師・薬剤師調査） 
 ・（P26）愛知腎臓財団による腎不全に関する取組みを記述。 

第 5節 精神保健医療対策 【現状と課題】 
 ・(P27)Ｇ－Ｐネットに参加している医療機関の数を記述。 
 ・(P29)地域医療再生計画により実施する精神・身体合併症医師派遣事業を記述。 
 ・(P30)認知症対策を精神保健医療対策に追加。 
【今後の方策】 
 ・(P31)認知症の方策（認知症医療体制を検討していく。）を追加。 
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 第 6 節 歯科保健医療対策 【現状と課題】 
 ・(P36)４０歳まででの成人歯科保健の充実が重要である旨記述。 
 ・(P36)周術期における口腔機能管理の普及啓発について記述。 

第 4章 救急医療対策 

  変更なし。 

第 5章 災害医療対策 

  

【現状と課題】 
・(P45)患者搬送計画の策定を課題に記述。 
・(P45)地域医療再生基金を活用し、災害拠点病院及び後方支援病院の機能強化を図ることを
記述。 

【今後の方策】 
 ・(P48)患者搬送計画の策定について検討していく旨を記述。 

第 6章 周産期医療対策 

  【現状と課題】 
 ・(P50)分娩及び検診を行っている医療機関数を平成２５年度の数値に変更。（県調査） 
 ・(P50)産婦人科・産科の従事医師数を平成２４年度の数値に変更。（国：医師・歯科医師・

薬剤師調査） 
 ・(P51)地域医療再生計画によりバースセンターを整備している旨記述。 

第 7章 小児医療対策 

  【現状と課題】 
 ・(P53)医療提供体制にて小児科の従事医師数を平成２４年度の数値に変更。（国：医師・歯

科医師・薬剤師調査） 
 ・(P54)地域医療再生計画によりＰＩＣＵが整備されていることを記述。 

  



- 4 - 
 

第 8章 在宅医療対策 

  【現状と課題】 
 ・(P59)在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所の数を平成２５年１０月の数値に変更。 
 ・(P60)東区、昭和区、南区で在宅医療連携拠点推進事業が実施されていることを記述。 
【図 8‐①在宅医療連携拠点推進事業の連携図】 
 ・(P62)連携図を追加。 

第 9章 病診連携等推進対策 

  【現状と課題】 
 ・(P63)地域医療連携体制に関する窓口を有する病院数を平成２５年度の数値に更新。（県調

査） 
 ・(P64)市立西部医療センターが地域医療支援病院の指定を受けたことにより記述を追加。 
【表 9-1 病診連携に取り組んでいる病院】 
 ・(P64)病院数を平成２５年度の数値に更新。（県調査） 

第 10 章 高齢者保健医療福祉対策 

  【現状と課題】 
 ・(P67)平成２５年１０月１日現在の高齢者人口に修正。（名古屋市統計） 

第 11 章 薬局の機能強化等推進対策 

 第 1 節 薬局の機能推進対策 【現状と課題】 
 ・(P74)薬局ＤＯＴＳ事業について記述。 

第 2節 医薬分業の推進対策 変更なし。 

第 12 章 医療安全支援センター 

  変更なし。 
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第 13 章 健康危機管理対策  

  【現状と課題】 
 ・(P78)名古屋市で新型インフルエンザ等行動計画を策定することを記述。 
 ・(P78)医療機関の業務継続計画の取組みを広げていく必要があることについて記述。 
 ・(P79)特定接種の対象となる事業者の登録を進めていることを記述。 

 


